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1 財政計画ローリングの趣旨 

おいらせ町財政計画(令和 3 年度ローリング版)は、国における制度改正や各

年度の決算・予算編成等の計画策定後の状況の変化を踏まえ、将来の財政運営

に影響を与える要素を可能な限り見込み、実態に即した収支の見直し(収支見通

しのローリング)を毎年度行うものです。 

【参考：おいらせ町財政計画】 

 おいらせ町財政計画は、財政収支等の見通しを推計した上で財政健全化の取り組み

を推進するために令和元年 11 月に策定しました。 

 

2 計画期間 

（1）計画期間は、令和 2(2020)年度から令和 6(2024)年度までの 5 か年としま

す。また、財政計画策定後の状況の変化を反映するため、財政見通しについ

ては実施計画等を参考に修正を行います。   

（2）一般会計を対象とします。 

 

3 財政健全化のための基本的な考え方 

財政健全化の道のりは、長く険しいものになります。その一方で、未来のおい

らせ町を担う将来の世代へ負の財産を残すことなく後世へ引き継ぐことが、私

たちの使命でもあります。 

こうした観点から、財政健全化への目標とその達成のための重点事項を掲げ、

庁内外の関係者からの理解と協力を得ながら、この取り組みを着実に推進し、

将来の世代に過度な負担を残さない持続可能な財政運営を目指します。 

 

4 計画策定の前提条件等 

（1）試算の基本的考え方 

ア 推計の起点 

 令和 3 年度一般会計当初予算及び 9 月補正予算をベースとしています。 

イ 財政シミュレーション 

 中期的な見通しを持って計画的な財政運営を進めるため、令和 3 年度に

おける実施計画事業の見込額を当該年度に積算し推計しています。 

ウ 令和 3 年度以降の見通し 

 年度間の財源調整に用いる財政調整基金等の繰入金は見込まないものと

して積算しています。 

 新型コロナウイルス感染症対策経費等の単発的経費は除いて積算してい

ます。 
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（2）推計方法 

ア 歳入 

科目 推計方法 

町 税 ① 
 令和 2 年度決算額を基準とし、徴収率の現状や過去の推移、固定

資産評価替の影響を見込み積算。 

譲 与 税 ・ 

交 付 金 ② 

 令和 3 年度普通交付税数値等を基に算定し、令和 3 年度以降は横

並びとして積算。 

地方交付税③ 

 普通交付税 

基準財政収入額：町税・譲与税及び交付金の見込等に基づき積

算。 

基準財政需要額：公債費及び個別算定経費のうち事業費補正分

は、歳出の町債見込額を基に試算した交付税措置額を見込み積算。

そのほか、包括算定経費等は令和 3 年度算定額と同額とし、臨時

財政対策債は総務省概算要求の増額見込(△40.2%)を参考に令和 4

年度以降は令和 2 年度の実績額と同水準を見込み積算。 

 特別交付税 

令和 4 年度以降は、令和 3 年度予算を基に積算。 

分 担 金 ・ 

負 担 金 ④ 

 令和 3 年度予算及び実施計画を参考に積算し、令和 7 年度以降は

給食費無料化期間満了による負担金の増を考慮し積算。 

国庫支出金・

県 支 出 金 ⑤ 

 令和 3 年度予算及び実施計画を参考に積算し、歳出における扶助

費や普通建設事業費の見込み等を考慮し積算。 

繰 入 金 
 財政調整基金は、収支調整のために活用するものとして積算。 

 その他基金は、事業目的に応じ取り崩すものとして積算。 

町 債 ⑥ 

 実施計画を参考に普通建設事業を考慮し積算。 

 合併特例事業債は、令和 12 年度まで活用できるものとして積算。 

 公共施設等適正管理推進事業債は、令和 4 年度以降も継続し活用

できるものとして積算。 

その他歳入 
 年度間で変動があるもの以外は、令和 2 年度決算額及び令和 3 年

度予算を参考に積算。 

                                                   

① 町税…町民から直接納めていただく税金。町民税、固定資産税、軽自動車税、町たばこ

税等がある。 
② 譲与税・交付金…地方消費税交付金、自動車重量譲与税など、国県から交付されるもの。

町内道路の延長や面積、人口や従業者数に応じて按分して交付される。 
③ 地方交付税…地方交付税は、国税の一定割合を割いて、一般財源が不足する地方自治体

に配分されるもので、普通交付税と特別交付税に分かれている。 
④ 分担金・負担金…一定の事業において利益を受ける者から、その受益の限度において徴

収できる経費。 
⑤ 国庫支出金・県支出金…国庫支出金は、地方公共団体が行う特定の事務事業に対して国

から交付される支出金。県支出金は、県の市町村に対する支出金。 
⑥ 町債…公共施設や道路などの整備等に多額の経費を要し、その効果が後年度に及ぶ事業

の財源に充てるため、国や民間金融機関等からの長期借入金。 
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イ 歳出 

科目 推計方法 

人 件 費 ⑦ 

 議員人件費は、令和 3 年度予算を基に積算。 

 町長等特別職人件費は、令和 3 年度予算を基に積算。 

 職員人件費は、令和 3 年度予算を基に定員適正化計画による職員

数の増減を考慮し積算。 

 会計年度任用職員等人件費は、令和 3 年度予算を基に積算。 

扶 助 費 ⑧  令和 3 年度予算及び実施計画を参考に積算。 

公 債 費 ⑨ 
 既発行分は、償還計画に基づく額を積算。 

 新規発行分は、普通建設事業に係る借入見込額を基に積算。 

物 件 費 ⑩ 

 令和 3 年度予算及び実施計画を参考に積算。 

 町単独選挙分(町長選挙、町議員選挙)は、該当年度に所要見込額

を計上し積算。 

 委託料については、最低賃金引上げの影響を考慮し、毎年度経費

が 3％上昇するものとして積算。 

維持補修費⑪ 

 令和 3 年度予算及び実施計画を参考に積算。 

 公共施設等の老朽化に伴う修繕料の増額を考慮し積算。 

 除雪経費は、維持補修費扱いとし実施計画を参考に積算。 

補 助 費 等 ⑫  令和 3 年度予算及び実施計画を参考に積算。 

普 通 建 設 

事 業 費 ⑬ 
 実施計画を参考に事業費見込み分を積算。 

繰 出 金 ⑭  令和 3 年度予算及び実施計画等計上額を基に積算。 

そ の 他  令和 3 年度予算及び実施計画計上額を基に積算。 

                                                   

⑦ 人件費…町長、町議会議員、職員等に勤労の対価として支払われる報酬、給料等の経費。 
⑧ 扶助費…生活保護法、児童福祉法、老人福祉法などに基づき、被扶養者の生活を維持す

るために支出される福祉的経費。 
⑨ 公債費…町の借金の元金、利子を返済するための経費。 
⑩ 物件費…人件費、扶助費、維持補修費などを除く消費的(支出の効果が単年度または極

めて短期間で終わるもの)な費用の総称。旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃

借料などが含まれる。 
⑪ 維持補修費…地方公共団体が管理する公共用施設の効用を保全するための経費。 
⑫ 補助費等… 一部事務組合や各種団体などに支出される負担金や補助金、公用車の自動

車保険料や公共施設の火災保険料などの経費。 
⑬ 普通建設事業費…道路、橋りょう、学校等の施設整備改良に係る経費。 
⑭ 繰出金…一般会計から特別会計、公営事業会計に対し、建設費や事務費等の補助のため

支出される経費。 
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5 財政シミュレーション（概算推計） 

 

 

 

 

（単位：百万円）

令和3年度
(2021年度)

令和4年度
(2022年度)

令和5年度
(2023年度)

令和6年度
(2024年度)

令和7年度
(2025年度)

1,299 1,292 1,299 1,304 1,303

2,458 2,455 2,455 2,455 2,469

1,090 1,061 1,039 948 865

1,726 1,623 1,580 1,682 1,585

280 359 356 359 360

1,216 1,090 1,101 1,115 1,122

455 844 954 783 1,411

1,568 1,650 1,653 1,664 1,663

398 40 47 48 149

10,490 10,414 10,484 10,357 10,928

9 △ 146 △ 253 △ 150 △ 88

10,280 10,206 10,274 10,150 10,709

219 62 △ 43 57 130

※ 四捨五入の関係上、合計が一致しない場合があります。

※ 令和4年度以降の歳入は、財政調整基金繰入額を除いて推計しています。

計画年度

収支見込
(歳入合計－歳出決算見込)

公債費

繰出金

普通建設事業費

その他

歳 出 区 分

歳 出 合 計

歳入合計－歳出合計

歳 出 決 算 見 込

人件費

物件費

維持補修費

扶助費

補助費等

（単位：百万円）

令和3年度
(2021年度)

令和4年度
(2022年度)

令和5年度
(2023年度)

令和6年度
(2024年度)

令和7年度
(2025年度)

2,593 2,570 2,569 2,536 2,536

641 717 717 717 717

3,525 3,545 3,465 3,450 3,410

普通交付税 3,187 3,192 3,131 3,116 3,084

特別交付税 326 353 334 334 326

震災復興特別交付税 11 0 0 0 0

29 25 25 25 136

2,871 2,524 2,586 2,580 2,568

508 433 485 566 1,192

うち臨時財政対策債 359 260 260 260 260

うち合併特例債 0 0 0 0 640

332 455 384 334 281

10,499 10,268 10,231 10,207 10,839

※ 四捨五入の関係上、合計が一致しない場合があります。

※ 令和4年度以降の歳入は、財政調整基金繰入額を除いて推計しています。

歳 入 合 計

分担金及び負担金

国・県支出金

町債

その他

計画年度

地方交付税

歳 入 区 分

町　税

譲与税及び交付金
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令和8年度
(2026年度)

令和9年度
(2027年度)

令和10年度
(2028年度)

令和11年度
(2029年度)

令和12年度
(2030年度)

令和13年度
(2031年度)

1,314 1,318 1,309 1,312 1,273 1,260

2,469 2,469 2,469 2,469 2,469 2,469

832 816 880 826 792 766

1,609 1,605 1,650 1,653 1,638 1,683

363 391 393 395 397 399

1,123 1,138 1,123 1,129 1,125 1,138

3,310 648 505 444 452 450

1,666 1,670 1,636 1,663 1,613 1,572

149 150 143 149 149 149

12,835 10,205 10,108 10,041 9,907 9,886

△ 223 △ 259 △ 186 △ 224 △ 172 △ 167

12,579 10,001 9,906 9,840 9,709 9,689

34 △ 55 17 △ 24 26 30

歳入合計－歳出合計

歳 出 決 算 見 込

歳 出 合 計

収支見込
(歳入合計－歳出決算見込)

繰出金

その他

人件費

扶助費

公債費

物件費

維持補修費

補助費等

普通建設事業費

歳 出 区 分

令和8年度
(2026年度)

令和9年度
(2027年度)

令和10年度
(2028年度)

令和11年度
(2029年度)

令和12年度
(2030年度)

令和13年度
(2031年度)

2,536 2,504 2,505 2,505 2,467 2,471

717 717 717 717 717 717

3,379 3,383 3,438 3,381 3,338 3,305

普通交付税 3,053 3,057 3,112 3,055 3,012 2,979

特別交付税 326 326 326 326 326 326

震災復興特別交付税 0 0 0 0 0 0

134 134 131 131 131 131

2,474 2,442 2,460 2,442 2,445 2,437

2,993 387 394 362 358 379

うち臨時財政対策債 260 260 260 260 260 260

うち合併特例債 2,551 0 0 0 0 0

379 379 279 279 279 279

12,613 9,946 9,923 9,816 9,735 9,719歳 入 合 計

町債

その他

国・県支出金

地方交付税

分担金及び負担金

歳 入 区 分

町　税

譲与税及び交付金
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6 経常収支比率の推計 

経常収支比率は、町税などの毎年経常的に入ってくる収入を、福祉サービス

費や人件費などの毎年経常的な支出にどの程度充てたかを示す指標です。 

一般的な適正水準は、70～80％とされており、比率が高いほど財政が硬直化

したと捉えられます。比率が 100％を超える場合、臨時的経費（災害復旧など）

や投資的経費（建設事業）はおろか、経常的経費すら経常的収入で賄えていない

危険な財政状況であるといえます。 

 

 

 

 

 

（単位：百万円，％）

平成30年度
(2018年度)

令和元年度
(2019年度)

令和2年度
(2020年度)

令和3年度
(2021年度)

令和4年度
(2022年度)

令和5年度
(2023年度)

令和6年度
(2024年度)

① 6,479 6,482 6,605 6,780 6,739 6,677 6,628

② 6,163 6,115 6,286 6,433 6,347 6,320 6,329

95.1 94.4 95.3 94.9 94.2 94.7 95.5

令和7年度
(2025年度)

令和8年度
(2026年度)

令和9年度
(2027年度)

令和10年度
(2028年度)

令和11年度
(2029年度)

令和12年度
(2030年度)

令和13年度
(2031年度)

① 6,597 6,565 6,538 6,593 6,536 6,456 6,426

② 6,089 6,091 6,114 6,157 6,142 6,026 6,004

92.3 92.8 93.5 93.4 94.0 93.3 93.4

経常経費充当一般財源=分子

経常収支比率（②/①）

経常収支比率（②/①）

経常一般財源総額＝分母

区 分

区 分

経常一般財源総額＝分母

経常経費充当一般財源=分子

経常収支比率 ＝
経常経費充当一般財源（人件費、扶助費、公債費などの毎年度継続して支出される経費に充てた一般財源）

経常一般財源（町税や普通交付税などの毎年継続して入ってくる使い道の自由な収入）
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7 基金残高の推計 

基金は、地方公共団体が条例で定めることにより、特定の目的のために財産

を維持し、資金の積立てや定額の資金を運用するために設けられる資金または

財産のことです。 

 基金の中でも、財政調整基金は年度間の財源の不均衡を調整するための基金

で、予期しない収入減や捕捉しがたい支出増等に備え積立てているものです。 

 これらの基金は、積立てを行う際の目的に沿ったものでなければ取り崩すこ

とができません。 

 なお、財政調整基金の残高が財源不足を賄いきれない状況に陥った場合は、

実質収支の赤字や実質赤字比率を計上することとなります。 

 

 

 

 （単位：百万円）

平成30年度
(2018年度)

令和元年度
(2019年度)

令和2年度
(2020年度)

令和3年度
(2021年度)

令和4年度
(2022年度)

令和5年度
(2023年度)

令和6年度
(2024年度)

1,488 1,401 1,407 1,872 1,859 1,740 1,722

708 708 708 709 709 709 709

2,399 2,488 2,507 2,508 2,320 2,203 2,135

4,595 4,597 4,622 5,089 4,888 4,652 4,566

令和7年度
(2025年度)

令和8年度
(2026年度)

令和9年度
(2027年度)

令和10年度
(2028年度)

令和11年度
(2029年度)

令和12年度
(2030年度)

令和13年度
(2031年度)

1,608 1,566 1,436 1,376 1,277 1,228 1,182

709 709 709 709 709 709 710

2,221 2,209 2,197 2,285 2,373 2,461 2,549

4,538 4,484 4,342 4,370 4,359 4,398 4,441

区　　　分

合     計

区　　　分

合     計

財政調整基金

減債基金

その他特定目的基金

財政調整基金

減債基金

その他特定目的基金
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8 地方債残高の推計 

地方債は、地方公共団体が資金調達のために負担する債務(借金)のことで、

その残高が多くなると将来負担すべき債務が増加し、財政の硬直化につながり

ます。 

 なお、地方債を充当できる経費は限定されており、原則として公共施設の建

設工事費や土地購入費などの投資的経費となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：百万円）

平成30年度
(2018年度)

令和元年度
(2019年度)

令和2年度
(2020年度)

令和3年度
(2021年度)

令和4年度
(2022年度)

令和5年度
(2023年度)

令和6年度
(2024年度)

10,693 10,166 9,634 9,190 8,602 8,082 7,729

令和7年度
(2025年度)

令和8年度
(2026年度)

令和9年度
(2027年度)

令和10年度
(2028年度)

令和11年度
(2029年度)

令和12年度
(2030年度)

令和13年度
(2031年度)

8,081 10,266 9,862 9,400 8,956 8,547 8,174

地方債残高
(一般会計)

区　　分

区　　分

地方債残高
(一般会計)
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9 財政健全化の目標と重点事項の取組状況 

（1）財政健全化の目標 

   ① 単年度の収支均衡 

② 財政調整基金の残高確保 

③ 経常収支比率の改善 

④ 健全化判断比率の維持 

 

（2）財政健全化に向けた重点事項 

歳入（収入） 

重点事項 内容 

①収入確保につながる取組 

税収等徴収率の向上 

ふるさと納税の推進 

有料広告事業の推進 

町有施設への占有料等徴収ルールの一本化推進 

公共施設使用料等の適正な受益者負担の検討 

基金の効果的運用(有価証券等)の推進 

不用財産の売却 

 

歳出（支出） 

重点事項 内容 

①事務事業経費のトータル

コスト縮減 

職員の適正配置による人件費抑制 

行政手続きのオンライン化等、デジタル化による事務効

率化 

既存事務事業の整理、合理化 

②公共施設マネジメントの

推進 

公共施設配置等の最適化(複合化、集約、長寿命化等)に 

よるトータルコスト縮減の推進 

指定管理者制度導入等による公共施設運営経費の最適化  

③町単独補助金、他会計 

繰出金の抑制 

町単独補助金の見直し 

適正な受益者負担による特別会計繰出金等の抑制 

④投資的経費の抑制 
後年度負担(需用費、公債費)を見据えた普通建設事業費

の抑制 

③民 間 活 力 の活 用 による 

トータルコスト縮減 

指定管理者制度の適用範囲拡大の検討 

ＰＰＰ／ＰＦＩ手法の導入検討 

業務委託(包括、個別)の推進 
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（3）財政健全化に向けた重点事項の主な取組内容と効果額※ 
※効果額は、令和 2 年度の単年度効果額 

区分 おもな取組内容 効果額 

税収等徴収率の
向上 

 休日及び夜間相談、電話催告、夜間訪問 
 預金等の差し押さえ 

6,121 万円 

ふるさと納税の
推進 

 ふるさと納税による寄附金収入 2,558 万円 

有料広告事業の
推進 

 広報紙、町ホームページ、広告付き総合案
内板設置による広告収入 

33 万円 

町 有 施 設 への 占
用料等徴収ルール
の一本化推進 

 町有施設への自動販売機設置に係る行政
財産使用料等の使用料徴収方法の見直し 

75 万円 

基金の効果的運
用の推進 

 最適な運用先の選択及び運用益の確保 
 有価証券運用に伴う運用利子の確保  

184 万円 

不用財産の売却  向山児童館の売却に伴う売払収入  360 万円 

事 務 事 業 経 費 の 
トータルコスト縮減 

 事務事業の見直しに伴う経費節減 (検討中
の事業を除く) 

153 万円 

民間活力の活用によ
るトータルコスト縮減  

 民間企業が広告を募集し、その広告費で印
刷・製本・配布を行ったことによる経費節減  

72 万円 

合  計 9,556 万円 

 

参考：ふるさと納税による町の増収額の推移 

 

 

 

 

 

 

 

ふるさと納税は、納税者が

出身地や応援したい他の市区

町村などに寄附をすることで

応援する制度です。 

寄附金のうち、2,000 円を

超える全額が税金から控除さ

れます。町民が他市区町村へ

寄附をした場合、町に納める

町民税から税額控除されるた

め、町の税収が減少することと

なります。 

当町への寄附金額は、左表

のとおり減収額を上回っていま

す。 

(単位：万円)

H30年度 R1年度 R2年度

A
他市区町村民が町に
寄附したふるさと納税額

1,528 2,384 2,558

B
町民が他市区町村に
寄附したことによる減収額

825 822 1,215

C
ふるさと納税による町の
増収額 (A－B)

703 1,562 1,343

区分
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参考資料 財政状況の推移（一般会計） 

（1）収支の推移 
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（2）財政指標等の推移 

 

 

 

● 各指標の説明  

① 実質収支 
歳入総額から歳出総額を差し引いた収支から繰越明許費等に伴って翌年度に
繰り越すべき一般財源を控除した額のことです。 

② 単年度収支 
その年度中に発生した黒字または赤字。当該年度の実質収支から前年度の実質
収支を差し引いた額のことです。 

③ 実質単年度収支 

単年度収支に実質的な黒字要素(財政調整基金への積立金及び地方債の繰上
償還額)を加え、赤字要素(財政調整基金の取り崩し額)を差し引いた金額のこと
です。 

④ 経常収支比率 経常的な収入をどの程度経常的な支出に充てたかを示す指標です。  

⑤ 基金残高 

地方公共団体が条例で定めることにより、特定の目的のために財産を維持し、資
金の積立てや定額の資金を運用するために設けられる資金または財産のことで
す。 

⑥ 地方債残高 地方公共団体が資金調達のために負担する債務(借金)の事です。 

⑦ 実質公債比率 
義務的経費とされる人件費、扶助費、公債費のうち、もっとも削減が困難とされる
公債費の財源負担の大きさを表す指標であり、直近３か年平均で算定されます。  

⑧ 将来負担比率 
将来負担比率は一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模
を基本とした額に対する比率を表します。 

 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

実質収支 単年度収支 実質単年度収支
経常

収支比率
基金残高

うち財政
調整基金

地方債残高
実質

公債費比率
将来

負担比率

平成18年度
(2006年度)

1億198万円 ▲1億8,889万円 3,917万円 89.4％ 32.5億円 6.8億円 140.4億円 18.5％ ―

平成19年度
(2007年度)

1億2,096万円 1,898万円 1億1,961万円 91.0％ 31.7億円 7.0億円 138.4億円 18.8％ 180.00%

平成20年度
(2008年度)

1億855万円 ▲1,241万円 8,255万円 92.1％ 30.6億円 6.6億円 131.7億円 19.4％ 175.9％

平成21年度
(2009年度)

1億5,492万円 4,637万円 1億2,018万円 88.1％ 31.8億円 6.8億円 131.1億円 18.8％ 149.7％

平成22年度
(2010年度)

2億5,818万円 1億326万円 4億879万円 85.3％ 34.6億円 9.4億円 128.4億円 17.2％ 118.6％

平成23年度
(2011年度)

2億3,418万円 ▲2,400万円 2億2,642万円 87.7％ 41.3億円 13.2億円 121.1億円 15.0％ 94.7％

平成24年度
(2012年度)

2億2,120万円 ▲1,298万円 ▲1,114万円 89.1％ 44.7億円 14.4億円 116.2億円 14.0％ 75.5％

平成25年度
(2013年度)

1億6,670万円 ▲5,450万円 ▲8,781万円 91.2％ 46.3億円 15.6億円 112.7億円 13.7％ 59.2％

平成26年度
(2014年度)

1億7,200万円 530万円 ▲9,792万円 90.7％ 46.4億円 14.9億円 108.0億円 13.8％ 40.9％

平成27年度
(2015年度)

2億2,027万円 4,827万円 1億85万円 89.7％ 45.8億円 15.9億円 102.2億円 13.3％ 33.0％

平成28年度
(2016年度)

1億5,009万円 ▲7,018万円 ▲8,575万円 88.6％ 46.9億円 16.9億円 100.7億円 12.4％ 23.6％

平成29年度
(2017年度)

1億3,580万円 ▲1,429万円 ▲1億6,836万円 91.2％ 46.7億円 16.1億円 107.1億円 11.5％ 15.5％

平成30年度
(2018年度)

1億8,417万円 4,837万円 ▲1億4,707万円 95.1％ 45.9億円 14.9億円 106.9億円 11.1％ 14.0％

令和元年度
(2019年度)

2億404万円 1,987万円 ▲1億6,538万円 94.4％ 46.0億円 14.0億円 101.7億円 11.0％ 7.2％

令和2年度
(2020年度)

2億8,736万円 8,332万円 ▲3,088万円 95.3％ 46.2億円 14.1億円 96.3億円 11.1％ 4.0％

年度
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